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7 将来の業務指標の検討 

7.1 将来の業務指標の検討項目の設定  

将来の業務指標※は、「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン（2007

年版）」（社団法人日本下水道協会）を適用して試算を行った。 

業務指標は、事業を客観的な数値で示し、様々な角度から分析するための手段であ

り、指標の項目は、運転管理やユーザーサービス、経営及び環境等に分類され、全部で

56 項目が存在する。このうち、本計画に該当する 23 項目について検討を行った。 

 

表 7-1 将来の業務指標検討項目数 

 

※ 業務指標：下水道施設の運転管理、事業経営、ユーザーサービス、環境等に関わる取り組みの

成果を数値化したもの。 

 

7.2 将来の業務指標の検討結果 

 

本章では、公共下水道事業の現況と将来の業務指標について検討を行った。指標を

用いて経年比較などを実施することで、業務の状況を定量的に把握することが可能で

あるとともに、津別町公共下水道事業の目指すべき目標施策を数値化できるメリット

がある。 

表 7-2～表 7-5 に津別町公共下水道事業の業務指標の現況と目標値を示す。 

分 類 検討項目数 備 考

運転管理(管渠) 2 効率的な管渠施設の維持管理に関する指標

運転管理(施設) 6 効率的な水処理施設の運転管理に関する指標

ユーザーサービス 5 ユーザーサービスの向上に関する指標

経営 7 持続可能な経営に関する指標

環境 3 環境負荷低減に関する指標

合 計 23
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運転管理（管渠） 

表 7-2 将来の業務指標-運転管理（管渠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 項  目  名 単 位 算  式
現況

（R5）

目標

（R12）
備 考

1 管渠1㎞当り陥没箇所 (箇所/km) 道路陥没箇所数 / 下水道維持管理延長 0.0 0.0
1年間に発生した下水道管渠1km当たり陥没箇所数

現在、管渠の陥没は発生しておらず、今後も適切に管渠を維持管理することで陥没の発生を

防ぐ。

2 管渠１ｍ当り維持管理経費 (円/m) 維持管理管渠費 / 下水道維持管理延長 444.7 431.6
1年間に要した下水道管路1m当りの維持管理経費

R12年値はR5年度の管渠1m当たり維持管理費平均：450円/mとした（R5から企業会計方式

に移行しているため）
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運転管理（水処理施設） 

表 7-3 将来の業務指標-運転管理（水処理施設） 

 

 

番号 項  目  名 単 位 算  式
現況

（R5）

目標

（R12）
備 考

1 主要設備の経年化率 (％)
主要設備の経過年数の総計 / 主要設備の標準的耐

用年数の総計 ×100
81.0 111.0

主要設備(①ポンプ設備、②水処理設備、③特高受変電設備、受変電設備)の標準耐用年数の

総計に対する経過年数の総計の割合

使用状況に応じて耐用年数は異なるため、100％を超えていることは必ずしも不適当という

ことではない。

2 水処理プロセス余裕率 (％)
(１－現在晴天時日最大処理水量 / 現在晴天時処

理能力) × 100
10.6 31.7

反応タンクでの晴天時最大処理水量に対する現在晴天時処理能力の比率

晴天時処理能力：1,769㎥/日, R5晴天時日最大処理水量：1,769㎥/日

R12晴天時日最大処理水量：1,208㎥/日

3 非常時電源確保率 (％)
非常時電源が確保できている処理場数 / 所管の全

処理場数 × 100
100.0 100.0 非常時電源が確保できている処理場数の比率

4 施設の耐震化率(建築) (％)
耐震化した建築面積 / 耐震化が必要な建築施設面

積 × 100
38.0 62.0 耐震補強が必要な建築施設に対する耐震補強が完了した建築施設面積の比率

5 水処理電力原単位 (kWh/㎥) 使用電力量(水処理) / 年間総汚水処理水量 0.81 0.82
1年間に１㎥を処理するために水処理施設で使用される電力量

R5電力量：330千kWh/年、R5総汚水処理水量：404,910㎥/年

将来的には省電力・省エネルギーに努める。

6 水処理使用消毒剤原単位 (g/㎥) 年間消毒剤量 / 年間総汚水処理水量 1.9 1.96
処理水１㎥を消毒するために水処理施設で使用される消毒剤量

R5年間注入量・固形塩素0.8t/年, R5総汚水処理水量：404,910㎥/年
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ユーザーサービス 

表 7-4 将来の業務指標-ユーザーサービス 

 

 

 

 

 

 

番号 項  目  名 単 位 算  式
現況

（R5）

目標

（R12）
備 考

1 苦情処理率 (％)
１週間以内に処理した苦情件数 / 苦情総件数 × 

100
100.0 100.0

1年間の苦情総件数のうち、1週間以内に処理した比率

今後も苦情に対して迅速な対応を行う

津別町下水道条例による

下水道（一般の汚水） 3,766 3,766

             個別排水処理施設 3,393 3,393

3
下水道処理人口１人当り

汚水処理費
(円/人) 汚水処理費 / 下水道処理人口 32,410 37,654

処理人口1人当りの年間に排出する汚水を処理するための費用

R12値は、財政シミュレーションより設定。

4
職員１人当り

下水道使用料収入
(千円/人) 下水道使用料収入 / 職員数 63,548 57,326

職員１人当り下水道使用料収入

R12値は、財政シミュレーションより設定。

5 職員１人当り年間有収水量 (千㎥/人) 年間有収水量 / 損益勘定職員 311 279
職員１人当り年間有収水量

R12値は、財政シミュレーションより設定。

2 下水道使用料(一般家庭用) (円/20㎥・月) １か月に20㎥を利用した時の一般家庭用下水道使用料
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経営 

表 7-5 将来の業務指標-経営 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

番号 項  目  名 単 位 算  式
現況

（R5）

目標

（R12）
備 考

1 １人・１日当り平均有収水量 （L/人・日) (年間有収水量 / 年間実日数)/ 下水道処理人口 226.8 221.3 下水道処理人口１人・１日当りの有収水量

2 有収率 (％) 年間有収水量 / 年間総汚水処理水量 × 100 70.5 68.2 有収水量の汚水処理水量に対する比率

3 経常収支比率 (％)
(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業外費

用)}×100
102.9 102.1

経常収益の経常費用に対する割合

R12値は、財政シミュレーションより設定。

4 使用料単価 (円/㎥) 下水道使用料収入 / 年間有収水量 204.5 205.4 有収水量１㎥当りの使用料収入

5 汚水処理原価 (円/㎥) 汚水処理費 / 年間有収水量 390.4 466.2
有収水量１㎥当りにかかる汚水処理費

R12値は、財政シミュレーションより設定。

6 経費回収率 (％) 下水道使用料収入 / 汚水処理費 × 100 52.4 44.1
使用料で回収すべき経費（維持管理費）に対する下水道使用料による回収率

R12値は、財政シミュレーションより設定。

7 流動比率 (％) 流動資産 / 流動負債× 100 93.2 238.2
流動資産（1年以内に現金化される資産）が、流動負債（1年以内に支払期限が到来する負

債）に対してどのくらいの割合で存在するのかを示す指標。

R12値は、財政シミュレーションより設定。
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環境 

表 7-5 将来の業務指標-環境 

  

 

番号 項  目  名 単 位 算  式
現況

（R5）

目標

（R12）
備 考

1 晴天時汚濁負荷削減率(BOD) (％) {1 - 放流水質(BOD)/流入水質(BOD)}× 100 99.4 99.4
年間を通じた汚泥負荷(BOD)の削減率

R5放流水質(BOD):1.5mg/L, 流入水質(BOD):270mg/L

2 下水汚泥リサイクル率 (％) 汚泥利用量 / 発生汚泥量 × 100 100.0 100.0 １年間に発生した汚泥量に対し、有効利用された汚泥量の比率

3 下水排出基準に対する適合率 (％) 適合件数 / 採水件数 × 100 100.0 100.0 規制対象事業場に対する年間の総採水件数における下水排除基準に適合した比率
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8 まとめ～ 「ひと」、「まち」、「しぜん」が調和する未来をめざして～ 

 

前章で整理した施策より、津別町の下水道事業では、私たちの暮らしと津別町の

未来に向けて以下の項目を提言する。 

 

 

行動方針は、津別町の今後 10 年間の具体的な施策をもとに、目指すべき方向性を 

今後実施する 5 項目より整理したものである。 

 

1. 効率的な下水道事業経営を行う 

2. 下水道施設の適切な維持管理を実施する 

3. 更なる汚水処理人口普及率の向上に努める 

4. 地震等の災害から安心・安全対策を推進する 

5. 下水道資源の有効利用を図る 

今後 10 年間の行動方針

わが町の下水道は、住民の皆様の快適な生活を支え、安全で安心な環境をご提供できるよ

う尽力していく、という想いをシンプルにキャッチフレーズに込めた。

下水道ビジョンのキャッチフレーズ

下水道がもたらす「安全」、「安心」、「快適」をいつまでも！
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参考：用語の解説 

索引 用語 解説

75％値
全データを値の小さいものから順に並べ0.75×ｎ番目（ｎはデータ数）のデー

タ。

BOD

（生物化学的酸素要求量：Ｂiochemical Ｏxygen Ｄemand）

有機物が生物化学的に分解され安定化するために要する酸素量をいい、水の汚濁

状態を表す指標の１つである。

２０℃、５日間で消費する酸素量を標準とする。

一般会計繰入金

特別会計に対する一般会計からの補助金・負担金・出資金の総称をいう。なお、

繰入金は、基準内、基準外に分けられる。基準内繰入金は、一般会計が負担すべ

き項目であり、総務省自治財政局より毎年通知される。基準外繰入金は、それ以

外の赤字補填等に用いられるもの。

オキシデーションディッチ法

機械式エアレーション装置を有する水深の浅い無終端水路を反応タンクとして、

低負荷で活性汚泥処理を行い、最終沈殿池で固液分離を行う下水処理方式。反応

タンクの滞留時間は24h-48h、MLSS濃度は、3,000～4,000mg/l、汚泥返送比

は100％～200％である。

汚水処理原価(円/㎥)
有収水量1 ㎥当たりの汚水処理費であり、その水準を示す。汚水処理費は、維持

管理費と資本費とに分けられる。

汚水処理人口普及率(%)
行政人口に対する下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽、コミュニ

ティ・プラントの汚水処理施設の整備人口の比率。

汚濁負荷量
汚濁負荷量とは、排水される汚濁物質量をいい、主としてBOD、COD、SSの1日

当たりのトン数で表される。

汚泥の有効利用
下水汚泥を再生加工し、緑地や農地の有機肥料、あるいは建設資材等に利用する

ことをいう。

企業会計
官公庁会計ではなく、企業会計原則に基づき、一般企業と同様に複式簿記及び発

生主義を採用した経理方式。

起債償還費 起債により発生した債務（元金と利子の合計）を返済するための償還費。

経常収支比率(%)

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公

債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財

源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源

（経常一般財源）、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割

合を示す。

この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るも

のであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

経費回収率(%) 汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標である。

下水道使用料
下水道の維持管理費等の経費に充てるため、下水道管理者が条例に基づき使用者

から徴収する使用料。

下水道法

流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項ならびに公共下水道、流域下水道

及び都市下水路の設置、その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、

もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水

質の保全に資することを目的とする法律（1958 年法律第79 号）。

下水道法事業計画

公共下水道又は流域下水道を設置しようとする際、あらかじめその管理者が事業

計画をつくり、国土交通大臣の認可をうけることが必要で、これを下水道事業計

画認可という。

英数

ア行

カ行
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索引 用語 解説

降雨確率年

ある強度の降雨が何年に一度の確率で起こるという場合の年数のこと。

現在、下水道の雨水排水の計画では5～10年が一般的であるが、都市計画中央審

議会の答申において、２１世紀初頭に向けては少なくとも１０年に１回程度の大

雨に対して浸水することがないよう整備を行うこととされている。

公共用水域

水質汚濁防止法では、河川，湖沼，港湾，沿岸海域，その他公共の用に供される

水域，及びこれに接続する公共溝きょ，かんがい（灌漑）用水路，その他の公共

の用に供される水路と規定されている。

公債費 地方自治体が借り入れた地方債（元金と利子の合計）に対する償還費。

降水量 降ってくる雨や雪の量。雪やあられなどは、溶かして水にしてから観測する。

個別排水処理

下水道が設置されていない地域において、トイレの水洗化を行う場合、浄化槽が

必要となる。浄化槽は、トイレのみの排水を処理する単独処理浄化槽と台所・風

呂の排水も対象とする合併処理浄化槽がある。平成12年6月より浄化槽法等が改

正され、新たに浄化槽を設置するには合併処理浄化槽としなければならない。

財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して

得た数値の過去３年間の平均値を示す。

財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源

に余裕があることを示す。

財務4表 貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書のこと。

実質公債費比率(%)

地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入され

る財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを

含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）に充当され

たものの占める割合の過去3年間の平均値を示す。

受益者負担の原則
ある特定の公共財の建設や改良を行うことにより、特にその利益を受けるもの

（受益者）がその利益に応じて原則としてその経費を負担すること。

使用料単価（円/㎥）

有収水量1 ㎥当たりの使用料収入であり、使用料の水準を示す。

下水道の使用者には、一般家庭のほか工場や事業所も含まれ、使用の実態は地域

によって様々である。

そのため、団体ごとに、地域の実情に応じた使用料体系を採用している。

処理人口1人当たりの維持管理費

現在処理区域内人口1人当たりにかかっている維持管理費であり、効率的な維持

管理の状況をみるものである。なお、この場合の維持管理費には、管渠、ポンプ

場、処理場その他にかかっている汚水処理費、雨水処理費、流域下水道管理運営

費負担金その他など、全てが含まれている。

処理区域内人口1人当たりの管理運営費
現在処理区域内人口1人当たりにかかる管理運営費である。この場合の管理運営

費とは、維持管理費との資本費を合計したものである。

処理区域内人口1人当たりの資本費

現在処理区域内人口1人当たりにかかっている資本費である。なお、この場合の

資本費とは、法適用事業は減価償却費と企業債利息等、非適用事業は地方債償還

金と地方債等利息等である。いずれも、汚水処理費、雨水処理費、高度処理費そ

の他など、全てが含まれている。

水質汚濁防止法
公共用水域および地下水の水質汚濁防止を図るため、事業場等からの排水規制、

総量規制及び地下浸透規制等を定めた法律（1970 年法律第138 号）。

カ行

サ行
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索引 用語 解説

水質環境基準

環境基本法に定められている、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維

持されることが望ましい水質汚濁に係る基準である。公共用水域及び地下水に適

用される健康項目と、利用目的に応じ、河川、湖沼、海域ごとに定めた類型を水

域ごとに当てはめる生活環境項目からなる。

水質保全

環境保全のうち、水質に関わるもの。人間の産業活動や事業活動により排出され

る汚染物質を規制、抑制し、水質の汚染を防止することにより、水質の将来的な

維持を行うこと。

水洗化率 下水道整備済区域内で実際に下水道へ接続した人口の割合。

耐震基準

平成9年の兵庫県南部地震をふまえ見直された耐震設計基準並びに、平成17 年の

新潟県中越地震を受けて下水道法施行令を改正した耐震基準を指す。

・ レベル１：発生する確率は高いが、地震規模は小さい

・ レベル２：発生確率は低いが、地震規模は大きい

耐用年数
固定資産がその本来の用途に使用できると思われる推定年数をいう。一般的に、

下水道の管渠は50 年とされている。

脱水汚泥

固形物として扱うことができる程度まで脱水された汚泥のことで汚泥ケーキとも

いう。通常、含水率８５％以下のものをいう。含水率は汚泥の種類と脱水方法に

よって変わってくる。

地方債 地方公共団体が一会計年度を超えて行う借入れを意味する。

長寿命化
構造物が持つ資産価値としての維持向上や、施設の維持から便益を確保していく

ための取り組み。

特定環境保全公共下水道
公共下水道事業が都市計画区域内で、且つ都市計画事業で実施されるのに対し

て、都市計画区域外でも下水道整備が実施できるようにしたもの。

独立採算の原則

地方公営企業法において地方公営企業の特別会計における経費は、原則として当

該地方公営企業の経営に伴う収入を持って充てなければならないとされ、その経

費を収入（料金）によって賄うため、企業ベース（経営）によって行うことがで

きる活動を前提とする考え方。

ナ行 農業集落排水 計画人口約1,000人以下を対象とした農村集落の汚水処理施設の整備。

普及率
下水道の整備状況を表わす指標。総人口に対する下水道処理区域内人口の割合で

ある。

不明水（浸入水）
下水管渠内に、管渠の継ぎ手部、マンホールの蓋穴、ます等から侵入してくる地

下水、雨水等のこと。

包括的民間委託

下水処理場の維持管理を複数年契約、性能発注にすること。受託者の創意工夫を

引き出すことができ、維持管理にかかわるコスト縮減を図ることが可能とされ

る。

マ行 マンホールポンプ マンホールポンプとは、マンホール内に水中ポンプを設置しているもの。

ヤ行 有収率 下水道で処理した汚水のうち、使用料収入の対象となる水量の比率。

タ行

ハ行

サ行
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